
4 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

在宅ワークの実態在宅ワークの実態
－平成24年度厚生労働省委託事業「在宅就業調査報告書」（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)）より－

1 在宅ワークを始めた理由

Ⅰ
在宅就業者の実態

在宅ワークを始めた理由については、「都合のいい時期、 時間に働けるため」が最も多く（54.6%）、 次い
で「スキルや趣味をいかした仕事をしたいため」（40.8%）となっています。

在宅ワークを始めた理由（複数回答）

2 報酬

在宅ワークの仕事による平均的な月収（1ヵ月あたりの手取り）については、「5万円以下」が最も多く
（27.7%）、次いで「10～19万円」（18.5%）、 「6～9万円」（18.0%）であり、9万円以下で45.7%となっ
ています。

過去1年間における在宅ワークの仕事による平均的な月収（１ヶ月あたりの手取り）
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都合のいい時期、時間に働けるため
自分がやった分だけ報われ、働きがいがあるため

スキルや趣味をいかした仕事をしたいため
家事、育児、介護等のため外に出て働けないから

自営で働きたかったため
仕事の依頼があった、職場の人に勧められたため
事業所に必要なコスト（家賃など）を節約するため

会社勤めでは能力を発揮できないと思うから
会社勤めが不向き、人間関係が苦手なため

体力的に会社で働けない・健康上の理由のため
通勤が嫌い、無駄と思うから

家族の転勤や転居によって通勤ができなくなったため
外に出て働きたいが良い勤め口がない、失業したため

興味がある仕事だったから
収入を増やすため

その他
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3 トラブル内容

過去1年間における依頼主とのトラブル経験の有無については、全体的にトラブル経験が「ない」という回
答が多くなっています。トラブル経験が「ある」とした回答の占める比率をトラブルの内容別に見ると、「（デ
ザインの変更など）仕事内容の一方的な変更」 が25.1%と最も高く、 次いで「報酬の支払い遅延」（17.9%）、
「不当に低い報酬額の決定」（15.3%）となっています。

トラブル経験の有無

4 在宅ワークに対する考え方

在宅ワークの仕事に関して満足度が高い項目（「満足」及び「やや満足」）は、「仕事の内容、やりがい」
（68.4%）、「在宅ワークという働き方・生活全体」（67.4%）、「仕事を進める上での裁量」（62.1%）となっ
ています。一方、満足度が低い項目（「不満」及び「やや不満」）は、「収入・仕事量の安定性」（64.6%）、「報酬」
（49.7%）となっています。
現在従事している在宅ワークに関する継続の意思については、「このまま続けたい」が68.4%と最も多く、

「このまま続けたいが仕事内容は変えたい」（15.3%）を合わせると、在宅ワークを継続希望する人の比率は
83.7%と8割を超えます。

満足度 在宅ワーク継続の意思

無し
作業開始前の一方的な仕事の取り消し
（デザインの変更など）仕事内容の一方的な変更
（報酬の減額など）契約内容の一方的な変更
不当な成果物の受領拒否や、やり直し指示の繰り返し
不当に低い報酬額の決定
報酬の支払い遅延
報酬の不払い
商品の売り付け等、経済上の利益の提供要請
仕事量の過多等による納期未達
病気等による納期未達
スキルの不足等による契約不履行
情報漏洩その他セキュリティに関するトラブル

有り
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やりがい 22.8 45.6 22.8 2.56.3
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自営業をやりたい

5.3%在宅ワークは続けず、
パートタイマー
として働きたい
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在宅ワークは
続けず、正社員
として働きたい

5.8%

（イ）　目的とするＶＤＴ作業に適したノート型機器を適した状態で使用させること。

（ロ）　ディスプレイは、上記ロの（イ）の要件に適合したものを用いること。

（ハ）　入力機器（キーボード、マウス等）は、上記ロの（ロ）の要件に適合したものを用いること。ただし、

ノート型機器は、通常、ディスプレイとキーボードを分離できないので、小型のノート型機器で

長時間のＶＤＴ作業を行う場合は、外付けキーボードを使用することが望ましい。

（ニ）　必要に応じて、マウス等を利用できるようにすることが望ましい。

（ホ）数字を入力する作業が多い場合は、テンキー入力機器を利用できるようにすることが望ましい。

ニ　携帯情報端末は、長時間のＶＤＴ作業に使用することはできる限り避けることが望ましい。

ホ　ソフトウェアは、次の要件を満たすものを用いることが望ましい。

（イ）　目的とするＶＤＴ作業の内容、作業者の技能、能力等に適合したものであること。

（ロ）　作業者の求めに応じて、適切な説明が与えられるものであること。(ヘルプ機能など）

（ハ）　作業上の必要性、作業者の技能、好み等に応じてインターフェイス用のソフトウェアの設定が

容易に変更できること。

（ニ）　作業者の操作の誤りにより、それまでに入力した膨大な量のデータが消失し、復元不可能な場

合、作業者に大きな負担を与えることとなるので、操作ミス等によりデータ等が消去された場合

に容易に復元可能なものであること。

ヘ　椅子は、次の要件を満たすものを用いること。

（イ）　安定しており、かつ、容易に移動できること。

（ロ）　床からの座面の高さは、作業者の体形に合わせて、適切な状態に調整できること。


